
   施 設 名    もりのらくえん

   所 在 地    秋田市桜三丁目9番2号

指摘事項 対　応

・園長は園運営の責任者であり、各制度を正しく理解し運用 対応について書

しなければならない立場にあるにも関わらず、その役割が 面による報告あ

果たされていない状況を踏まえ、自覚と責任を持ち、園長 り

としての責務を果たすこと。 

 

・職員の退職の要因について分析するとともに解消に努め、

職員の定着を図ること。 

 

・個人情報については厳正かつ適切に管理すること。 

 

・給与支給について、給与規程と実情の違いを確認し、規程

に則った対応を行うこと。 


